
　町では、南部町国民健康保険に加入している方の「特定健診の受診率向上」を目的として、特に

に受診率の低い40～60歳の方を対象に、「節目年齢健診（特定健診無料）」を実施しています。

　特定健診は、心臓病や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドローム

の予防・改善のための健診です。「気づいた時には手遅れ」とならないよう、年に１回、特定健診

を受けましょう。

■「節目年齢健診」とは

　特定健診を受診する際にお支払いいただく 自己負担金（40 ～ 69歳は 1,000 円）について、

40歳～60歳までの５歳刻みの年齢の方を無料にする制度です。

■「節目年齢健診」の対象となる方

　南部町国民健康保険に加入されている方のうち、以下の年齢に該当する方が対象となります。

〈年齢は、令和6年3月31日時点の年齢です〉

昭和 年 4月 1日 ～ 昭和 年 3月 31日

昭和 年 4月 1日 ～ 昭和 年 3月 31日

昭和 年 4月 1日 ～ 昭和 年 3月 31日

昭和 年 4月 1日 ～ 昭和 年 3月 31日

昭和 年 4月 1日 ～ 昭和 年 3月 31日

■「節目年齢無料券」の使い方

特定健診の申込みをします。※すでに申込みされている方は、改めて申し込む必要はございません。

お申込みの際は、「南部町の節目年齢無料券を使って、特定健診を受けたい」とお伝えください。

健診当日、受付に問診票等と一緒に、節目年齢無料券を提出してください。

無料券の提出により、特定健診の自己負担金が無料となります。ただし、無料券の提出をお忘れ

になりますと、自己負担金を支払わなければなりませんので、ご注意ください。

※ この無料券を使用できるのは、有効期限内（令和６年3月31日まで）に、１回限りです。

※ ご本人様以外は、無料券を使うことはできません。また、国保資格を喪失（社保等に加入）

　 された場合や、町外に転出等された場合は、無料券は使用出来なくなります。

41 歳 57 58

令和５年度「節目年齢健診」のお知らせ

年　齢 生　年　月　日
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①

②

◆お問合せ先◆　　南部町健康こども課　電話：０１７８－６０－７１００
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